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 タブレットを用いた認知機能検査の実施について（通達）

タブレットを用いた認知機能検査については、「認知機能検査の運用について」（令和７

年２月28日付け警察庁丙運発第28号。以下「運用通達」という。）、「認知機能検査の実施

要領について」（令和７年２月28日付け警察庁丁運発第72号。以下「実施要領通達」とい

う。）及び「タブレットを用いた認知機能検査の試行実施について（通達）」（令和３年５

月17日付け警察庁丁運発第103号）により運用されているところであるが、この度、道路

交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）の施行に伴い、所要の改正を行い、

 令和７年３月24日から運用することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、「タブレットを用いた認知機能検査の試行実施について（通達）」（令和３年５月1

 7日付け警察庁丁運発第103号）は、同日をもって廃止する。

 記

１　タブレットを用いた認知機能検査の実施 

タブレットを用いた認知機能検査は、運用通達及び実施要領通達に準拠して実施する

 こと。

なお、タブレットの機能により代替可能な項目については、両通達に準拠した実施と

 みなす。

２　検査の取扱い 

　タブレットを用いた認知機能検査については、手数料の徴収を含めて現行の認知機能

 検査と同様に取り扱うものとする。

３　検査データの保存 

　　運用通達５に関し、タブレットを用いて認知機能検査を実施した場合には、検査用紙

 及び採点補助用紙に対応するデータを保存すれば足りるものとする。

４　情報セキュリティ対策 

　　タブレットを用いた認知機能検査の実施に当たっては、各都道府県警察の警察情報セ



 キュリティポリシーに従うこと。

５　その他 

　　本通達は、現行の認知機能検査について一律にタブレットの活用を求めるものではな

い。


